
第１回 名寄市農業委員会総会（令和４年１月）会議録

日 時 令和４年１月２８日（金）

午後１時２５分 開始

午後２時１５分 終了

開催場所 名寄市役所風連庁舎 ３階 中会議室

日程表及び審査結果

第１回 名寄市農業委員会総会出席者名簿

１番 菅 原 一 徳 9番 村 上 清 18番 中 村 敏 夫

２番 新 田 司 10番 安 達 啓 治 19番 村 中 洋 一

３番 藤 野 修 一 11番 上 手 浩 幸 20番 小田桐 正 彦

４番 清 水 康 史 12番 林 秀 典 21番 飯 塚 明 夫

５番 髙 橋 尚 幹 13番 沼 田 清 憲 23番 南 原 政 幸

６番 水 間 健 詞 14番 武 田 修 一 24番 鈴 木 英 二

７番 飯 村 規 峰 16番 住 田 美 紀 26番 阿 部 貴代美

８番 菅 野 真記子 17番 横 田 浩 二 27番 又 村 裕 司

欠席 15番 山 上 瞳 22番 竹 部 裕 二 25番 越 孝 則

日程 議案内容 議 件 名 件数 審査結果

第1 会議録署名委員の指名について

第2 報告第1号 各地区農地小委員会報告について

第3 報告第2号 農地法第5条転用工事完了報告 1件

第4 議案第1号 設定された権利の合意解約について 12件 承 認

第5 議案第2号 農用地利用集積計画の作成について 28件 承 認

第6 議案第3号 農地法第3条第1項の規定に係る許可申請について 4件 承 認

第7 議案第4号 農地法第4条の規定に係る許可申請について 2件 承 認
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第１回 名寄市農業委員会定例総会 会議録

日 時 令和４年１月２８日（金）午後１時２５分

会 場 名寄市役所風連庁舎 ３階 中会議室

事務局長： 委員の皆様には大変お忙しいなか、お集まりいただきましてありがとうございます。

それでは令和４年第１回農業委員会総会の開催にあたりまして、沼田会長からご挨拶を

いただき、その後の議事進行についても、よろしくお願いいたします。

議 長： 本日は何かとお忙しいなか、総会にご出席いただきまして大変ありがとうございます。

それでは、令和４年第１回の名寄市農業委員会総会を開会いたします。

本日は２５番 越委員、１５番 山上委員、２２番 竹部委員の３名から欠席報告を受けてお

り、委員定数２７名中、委員２４名の出席です。農業委員会等に関する法律第２７条第３

項 在任委員の過半の出席となっていますので、総会は成立することを宣言いたします。

議 長： 日程第１、「会議録署名委員の指名について」を議題に供します。会議録署名委員は、１４

番 武田修一委員、１６番 住田美紀委員の両名を指名することにご異議ありませんか。

(「異議なし」の声あり)

議 長： 異議なしと認めます。よって会議録署名委員は、武田委員、住田委員に決定いたしました。

議 長： 日程第２、報告第１号「各地区農地小委員会報告について」を議題に供します。

それでは、はじめに名寄・智恵文地区農地小委員会の報告を求めます。

清水委員： 名寄・智恵文地区小委員会において審査した内容について報告申し上げます。令和４年１

月１８日午前１０時半より風連庁舎において、名寄・智恵文地区の農地小委員会に属する

農業委員および会長、代理、事務局で開催いたしました。当日の農地小委員会の審査では、

法人の農地の権利設定に係る適格認定について２件の法人審査を行いました。１件目、法

人名「〇〇〇〇〇〇」、代表者氏名「〇〇〇〇」、住所「名寄市〇〇〇〇〇〇〇〇〇番地」、

設立年月日「令和〇年〇月〇日」。

２件目、法人名「有限会社 〇〇〇〇」、代表者氏名「〇〇〇〇」、住所「名寄市〇〇〇〇

〇〇番地」、設立年月日「昭和〇〇年〇月〇〇日」。

法人から提出された定款などにより、農地法第２条第３項に記載された形態要件、事業要

件、構成員要件、業務執行役員要件、農作業従事要件などを審査したところ、すべての要

件を満たしており、今後の農地の権利設定について適格と認められます。以上、報告申し

上げます。

議 長： 次に、風連地区農地小委員会の報告を求めます。

武田委員： １４番 武田です。風連地区農地小委員会報告をさせていただきます。風連地区農地小委員

会につきましては、令和４年１月１８日午前９時３０分より風連庁舎において、風連地区



- 2 -

農地小委員会に属する委員および会長、代理、事務局にて開催いたしました。当日、農地

小委員会の審議では、本日の総会の使用貸借の審議に先立ち、法人の農地取得として審議

の対象である法人代表 〇〇〇氏の説明を求め、その後出席委員による審査を行っています。

法人の概要ですが、法人の名称は「合同会社 〇〇〇〇〇〇〇」、代表者氏名は「代表社員

〇〇〇」、住所につましては「名寄市〇〇〇〇〇〇〇番地〇〇」、設立年月日は「令和〇年

〇月〇日」であります。農地法第２条第３項に規定される法人の要件、事業要件、構成員

要件、執行役員要件を審査したところ、すべての要件について適格であり、農地の権利設

定について適格と認められます。以上報告を申し上げます。

議 長： 只今、それぞれ農地小委員会の報告がありました。質疑はございませんか。

議 長： 質疑がありませんので、報告第１号を終わります。

議 長： 日程第３、報告第２号「農地法第５条転用工事完了報告について」を議題に供します。

番号６番について、２０番 小田桐委員より報告をお願いいたします。

小田桐委員：２０番 小田桐です。報告第２号について報告申し上げます。まず本件の所在地ですが地図

の５ページ、真ん中辺りに５５番と書いてあります。そのちょうどすぐ右側の道路と線路

の間のところにあります。本件は、令和２年９月４日に許可された案件であり、ソーラー

パネル設置の完了報告がありましたので、今月２４日の午後から現地調査してきたところ、

ソーラーパネルの設置がなされていることを確認してきました。以上報告申し上げます。

議 長： 番号６番について小田桐委員より報告がありました。以上で報告第２号を終わります。

議 長： 日程第４、議案第１号「設定された権利の合意解約について」を議題に供します。

本件、番号３１番の審査は、２４番 鈴木委員が農業委員会等に関する法律第２４条の議事

参与の制限に該当しますので、本件終了まで退席を願います。暫時休憩します。

（１３：３４）

議 長： 再開します。（１３：３４）

本件は、番号３１番から４２番まで一括して説明を求めます。

事 務 局：(議案第１号 番号３１番から４２番について説明する。)

議 長： 説明が終わりました。

番号３１番から４２番までを一括して承認することに異議ありませんか。

(「異議なし」の声あり)

議 長： 異議なしと認めます。よって番号３１番から４２番まで一括して承認することに決定いた

しました。それでは鈴木委員、着席をお願いいたします。（１３：３７）
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議 長： それでは会議を再開いたします。（１：３７）

日程第５、議案第２号「農用地利用集積計画の作成について」を議題に供します。

はじめに、議案書９ページをお開きください。議案第２号 番号５３番及び５４番は、権利

設定をする者からの申し出により、本総会に上程しないこととなりましたので、議案第２

号のうち賃貸借の番号５５番から６３番までは、番号が２つ繰り上がります。

したがいまして、訂正後の議案第２号の番号は、番号５５番が５３番となり以下６１番ま

で連番となります。

それでは、売買の審査を行います。番号３６番、３７番について事務局の説明を求めます。

事 務 局：（議案第２号 番号３６番、３７番を読み上げ説明する。）

議 長： 説明が終わりました。

質疑に入ります。ご意見はございませんか。

住田委員： はい。

議 長： 住田委員。

住田委員： １６番 住田です。３６番、３７番について説明いたします。昨年１２月２４日午前１０時

より、当庁舎において武田委員、林委員と私、事務局によりあっせん委員会を行いました。

土地の所在ですけれども、地図の８ページをご覧ください。市街地右側新生町と中央のマ

ーカーの間の道路が２６線道路ですが、３６番の新生町の土地が２６線東５号と６号の間

の北側の土地です。３７番の中央の土地が、２６線東７号の北東の〇〇さんの宅地の北側

の土地になります。３６番の新生町の土地は、長年共同育苗施設として使われ畦畔がない

などを考慮し、地域協議や３委員の協議の上、反当り９万円に設定し、隣接地を耕作して

いる〇〇さんを選定し、両者合意のもとあっせんが成立しています。３７番の中央の土地

は隣地を耕作し、この土地を昨年から賃貸していた〇〇さんを選定し、反当り２１万円で

両者合意のもとあっせんが成立しています。よろしくご審議のほどお願いいたします。

議 長： 只今、住田委員より意見がありました。ほかにご意見はありますか。

議 長： ご意見がないようですので、番号３６番、３７番について原案のとおり決定することにご

異議ありませんか。

(「異議なし」の声あり)

議 長： 異議なしと認めます。よって番号３６番、３７番は原案のとおり決定いたしました。

続いて番号３８番の審査を行います。番号３８番の説明を求めます。

事 務 局：（議案第２号 番号３８番を読み上げ説明する。）

議 長： 質疑に入ります。ここで皆さんより意見を求めます。

横田委員： はい。

議 長： 横田委員。

横田委員： １７番 横田です。番号３８番について説明します。所在は、地図９ページをご覧ください。

９ページにピンク色で日進とある付近に、黄色のマーカーで御料７線と書かれた場所の少

し上のところに所在地があります。１２月２４日に風連庁舎において私と飯村委員、住田
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委員と事務局とであっせん委員会を開催しています。売手の〇〇さんは、今年で農業をお

やめになりたいということで、買手は新規就農で農業を営んでいる〇〇さんが、面積を拡

大したいということで決定いたしました。この土地は１枚当たりの規格が小さいため、作

業効率が悪いということで反当りのあっせん価格は田が１６万円、畑が１万円と決定し、

両者合意の上で成立となっています。何ら問題ないと思いますが、ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議 長： 只今、番号３８番について横田委員より意見がありました。

ほかにご意見はありませんか。

議 長： ご意見がないようですので、番号３８番について、原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。

(「異議なし」の声あり)

議 長： 異議なしと認めます。よって番号３８番は、原案のとおり決定いたしました。

議 長： 次に、賃貸借の審査を行います。鈴木委員が農業委員会等に関する法律第２４条の議事参

与の制限に該当いたしますので、本件終了まで退席を願います。また、村中代理席移動の

ため、暫時休憩いたします。（１３：４３）

議 長： それでは会議を再開いたします。（１３：４４）

番号４６番、事務局の説明を求めます。

事 務 局：(議案第２号 番号４６番を読み上げ説明する。)

議 長： 説明が終わりました。質疑に入ります。

ご意見はございませんか。

村中委員： 会長。

議 長： 村中委員。

村中委員： １９番 村中です。番号４６番について説明申し上げます。本件は賃貸借ですけれども、前

段合意解約された案件であります。〇〇〇〇さんが今回〇〇〇〇として会社を設立すると

いうことで、以前から〇〇さんと賃貸を結んでいた農地を有限会社〇〇〇〇が賃貸をする

というものです。

議 長： 只今、村中委員より意見がありました。

ほかにご意見はありますか。

議 長： ご意見がないようですので、番号４６番について原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。

(「異議なし」の声あり)

議 長： 異議なしと認めます。よって番号４６番は原案のとおり決定いたしました。

それでは村中代理、鈴木委員席移動のため暫時休憩といたします。（１３：４５）
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議 長： それでは会議を再開します。（１３：４５）

次に、番号４７番の審査を行います。事務局の説明を求めます。

事 務 局：（議案第２号 番号４７番を読み上げ説明する。）

議 長： 説明が終わりました。質疑に入ります。

ご意見はございませんか。

水間委員： はい、会長。

議 長： 水間委員。

水間委員： ６番 水間です。４７番について説明します。これは従前から賃貸借をしているものの更新

案件です。特に問題ないと思います。よろしくお願いいたします。

議 長： 只今、水間委員より意見がありました。ほかにご意見はありますか。

議 長： ご意見がないようですので、番号４７番について原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。

(「異議なし」の声あり)

議 長： 異議なしと認めます。よって番号４７番は原案のとおり決定いたしました。

次に、番号４８番から番号５６番まで一括して審査を行います。

菅野委員が農業委員会等に関する法律第２４条の議事参与の制限に該当しますので、本件

終了まで退席を願います。暫時休憩いたします。（１３：４７）

議 長： それでは会議を再開いたします。（１３：４７）

事務局の説明を求めます。

事 務 局：(議案第２号 番号４８番から５６番を読み上げ説明する。)

議 長： 説明が終わりました。質疑に入ります。

ご意見はございませんか。

南原委員： はい。

議 長： 南原委員。

南原委員： ２３番 南原です。番号４８番から５６番について説明いたします。場所については、別紙

地図をご覧ください。先に報告がありました法人・〇〇〇〇〇〇さんの構成員が、賃貸し

ている農地を法人に賃貸することになったものです。何ら問題ない案件かと思いますが、

ご審議お願いいたします。

議 長： 只今、南原委員より意見がありました。

ほかにご意見はございませんか。

議 長： ご意見がないようですので、番号４８番から５６番まで原案のとおり決定することにご異

議ありませんか。

(「異議なし」の声あり)
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議 長： 異議なしと認めます。よって番号４８番から５６番は原案のとおり決定いたしました。

それでは菅野委員着席をお願いいたします。（１３：４９）

議 長： それでは会議を再開いたします。（１３：４９）

次に、番号５７番の審査を行います。事務局の説明を求めます。

事 務 局：(議案第２号 番号５７番を読み上げ説明する。)

議 長： 説明が終わりました。質疑に入ります。

ご意見はございませんか。

飯塚委員： はい。

議 長： ２１番 飯塚委員。

飯塚委員： ２１番 飯塚です。〇〇〇さんと〇〇〇〇さんの賃貸ですが、以前からの賃貸の更新ですの

で、問題のない案件かと思います。よろしくお願いします。

議 長： 只今、飯塚委員より意見がありました。

ほかにご意見はありますか。

議 長： ご意見がないようですので、番号５７番について原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。

(「異議なし」の声あり)

議 長： 異議なしと認めます。よって番号５７番は原案のとおり決定いたしました。

次に、番号５８番、５９番の説明を求めます。

事 務 局：(議案第２号 番号５８番、５９番を読み上げ説明する。)

議 長： 質疑に入ります。

ここで皆さんより意見を求めます。

南原委員： はい。

議 長： 南原委員。

南原委員： ２３番 南原です。５８番と５９番の案件について説明いたします。５８番は、昨年〇〇さ

んが賃貸しました農地の横に残っている農地であります。場所は、智恵文６ページをご覧

ください。黄色９線の下に西村川という川があります。その西という字の上の畑の左側が

残りの土地であって、そこが賃貸物件です。

続いて、５９番は賃貸の更新であります。両者問題はないと思いますが、ご審議のほどよ

ろしくお願いします。

議 長： 只今、番号５８番、５９番について南原委員より意見がありました。

ほかにご意見はありますか。

議 長： ご意見がないようですので、番号５８番、５９番について原案のとおり決定することにご

異議ありませんか。
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(「異議なし」の声あり)

議 長： 異議なしと認めます。よって番号５８番、５９番は原案のとおり決定いたしました。

次に、番号６０番の説明を求めます。

事 務 局：（議案第２号 番号６０番を読み上げ説明する。）

議 長： 質疑に入ります。

ここで皆さんより意見を求めます。

新田委員： はい。

議 長： 新田委員。

新田委員： ２番 新田です。番号６０番についてご説明いたします。本件は、期間満了に伴う賃貸の更

新となります。問題のない案件かと思いますが、皆さんの審議よろしくお願いいたします。

議 長： 只今、新田委員より意見がありました。

ほかにご意見はありますか。

議 長： ご意見がないようですので、番号６０番について原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長： 異議なしと認めます。よって番号６０番は原案のとおり決定いたしました。

次に、番号６１番の説明を求めます。

事 務 局：（議案第２号 番号６１番を読み上げ説明する。）

議 長： 質疑に入ります。

ここで皆さんより意見を求めます。

横田委員： はい。

議 長： 横田委員。

横田委員： １７番 横田です。番号６１番について説明いたします。所在は地図９ページをご覧くださ

い。中央付近にピンクで日進と書かれている付近が所在地になっています。〇〇さんは過

去に〇〇さんの農地を取得しており、その農地の土地続きを今回賃貸するものです。両者

合意の上で新規に賃貸契約を結ぶものであり、問題のない案件と思いますが、よろしくご

審議お願いいたします。

議 長： 只今、横田委員より意見がありました。

ほかにご意見はありますか。

議 長： ご意見がないようですので、番号６１番について原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長： 異議なしと認めます。よって番号６１番は原案のとおり決定いたしました。



- 8 -

議 長： 次に、使用貸借の審査です。番号９番は、鈴木委員が農業委員会等に関する法律第２４条

の議事参与の制限に該当しますので、本件終了まで退席を願います。また、村中代理席移

動のため暫時休憩いたします。（１３：５５）

議 長： それでは会議を再開します。（１３：５５）

番号９番に説明を求めます。

事 務 局： (議案第２号 番号９番を読み上げ説明する。)

議 長： 質疑に入ります。

ここで皆さんより意見を求めます。

村中委員： 会長。

議 長： 村中委員。

村中委員： １９番 村中です。先ほどもありましたけれども、今回〇〇〇〇が会社設立ということで、

以前〇〇〇〇さんが耕作、利用していました農地を有限会社〇〇〇〇が使用貸借するとい

う案件です。

議 長： 只今、村中委員より意見がありました。

ほかにご意見はありますか。

議 長： ご意見がないようですので、番号９番について原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。

(「異議なし」の声あり)

議 長： 異議なしと認めます。よって番号９番は原案のとおり決定いたしました。

次に、使用貸借番号１０番は、菅野委員が農業委員会等に関する法律第２４条の議事参与

の制限に該当いたしますので本件終了まで退席を願います。そのほか鈴木委員、村中代理

は着席をお願いします。暫時休憩します。（１３：５６）

議 長： それでは会議を再開します。（１３：５６）

番号１０番の説明を求めます。

事 務 局： (議案第２号 番号１０番を読み上げ説明する。)

議 長： 質疑に入ります。

ここで皆さんより意見を求めます。

南原委員： はい。

議 長： 南原委員。

南原委員： ２３番 南原です。この件についても、〇〇〇〇〇〇さんと〇〇さんとの使用貸借となりま

す。場所は６ページをご覧ください。黄色い１０線という道道の半線下の川のふちにあり
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ます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議 長： 只今、南原委員より意見がありました。

ほかにご意見はございませんか。

議 長： ご意見がないようですので、番号１０番について原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。

(「異議なし」の声あり)

議 長： 異議なしと認めます。よって番号１０番は原案のとおり決定いたしました。

それでは菅野委員の着席をお願いいたします。（１３：５８）

議 長： それでは会議を再開いたします。（１３：５８）

次に、番号１１番について説明を求めます。

事 務 局： (議案第２号 番号１１番を読み上げ説明する。)

議 長： 質疑に入ります。

ここで皆さんより意見を求めます。

菅原委員： はい。

議 長： 菅原委員。

菅原委員： １番 菅原です。番号１１番について説明いたします。先ほどの報告等にもありましたが、

今回緑町の〇〇さんと瑞生の〇〇さんが法人を立ち上げました。〇〇さんが所有している

農地を合同会社の方に賃貸するということになっています。何ら問題のない案件かと思い

ますが、よろしくお願いいたします。

議 長： 只今、菅原委員より意見がありました。

ほかにご意見はありますか。

議 長： ご意見がないようですので、番号１１番について原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。

(「異議なし」の声あり)

議 長： 異議なしと認めます。よって番号１１番は原案のとおり決定いたしました。

次に、番号１２番、１３番の説明を求めます。

事 務 局： (議案第２号 番号１２番、１３番を読み上げ説明する。)

議 長： 質疑に入ります。

ここで皆さんより意見を求めます。

住田委員： はい。

議 長： 住田委員。

住田委員： １６番 住田です。１２番、１３番について説明いたします。この案件も、〇〇〇〇〇〇設

立による構成員・〇〇〇さん及び〇〇さんとの使用貸借になります。何ら問題のない案件
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かと思いますけれども、審議のほどよろしくお願いいたします。

議 長： 只今、住田委員より意見がありました。

ほかにご意見はありますか。

議 長： ご意見がないようですので、番号１２番、１３番について原案のとおり決定することにご

異議ありませんか。

(「異議なし」の声あり)

議 長： 異議なしと認めます。よって番号１２番、１３番は原案のとおり決定いたしました。

次に、番号１４番から１７番の説明を求めます。

事 務 局： (議案第２号 番号１４番から１７番を読み上げ説明する。)

議 長： 質疑に入ります。

ここで皆さんより意見を求めます。

飯村委員： はい。

議 長： 飯村委員。

飯村委員： ７番 飯村です。番号１４番から１７番について説明いたします。１４番については、〇〇

〇〇さんと〇〇〇〇さんは親子関係にありまして、使用貸借の更新ということになってい

ます。１５番から１７番については、〇〇〇〇さんと〇〇〇〇〇〇において農地のローテ

ーションということで、両者合意の上、１０年間の使用貸借となります。１５番、１６番

については〇〇〇〇〇〇さんが耕作していた土地を〇〇〇〇さんが、１７番については〇

〇〇〇さんが耕作していた農地を〇〇〇〇〇〇がということになっています。場所につい

ては、９ページの右下の方の黄色いマーカーで南４番通と書いてありますが、その南とい

う文字の辺りが１５番、１６番です。また、南４番通の文字とその下の御料１２線と書い

てあるところの中間辺りが１７番の所在地です。何ら問題のない案件かと思いますので、

ご審議のほどをよろしくお願いいたします。

議 長： 只今、飯村委員より意見がありました。

ほかにご意見はありますか。

議 長： ご意見がないようですので、番号１４番から１７番について原案のとおり決定することに

ご異議ありませんか。

(「異議なし」の声あり)

議 長： 異議なしと認めます。よって番号１４番から１７番は原案のとおり決定いたしました。

議 長： 日程第６、議案第３号「農地法第３条第１項の規定に係る許可申請について」を議題に供

します。はじめに、番号３２番の審査を行います。事務局の説明を求めます。

事 務 局： (議案第３号 番号３２番を読み上げ説明する。)
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議 長： 説明が終わりました。

質疑に入ります。ご意見はございませんか。

南原委員： はい。

議 長： 南原委員。

南原委員： ２３番 南原です。番号３２番について説明いたします。以前、〇〇さんの土地を〇〇さん

が購入していますが、宅地周りを持ち主である〇〇さんが野菜畑として使用していたもの

です。この地から子供のところへ移るということで宅地と一緒に売買することになりまし

たが、農地も少ないことから３条で売買するものです。何ら問題ないと思いますが、ご審

議のほどよろしくお願いいたします。

議 長： 只今、南原委員より意見がありました。

ほかにご意見はありますか。

議 長： ご意見がないようですので、番号３２番について原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。

(「異議なし」の声あり)

議 長： 異議なしと認めます。よって番号３２番は原案のとおり決定いたしました。

次に、番号３３番、３４番の審査を行います。事務局の説明を求めます。

事 務 局： (議案第３号 番号３３番、３４番を読み上げ説明する。)

議 長： 説明が終わりました。質疑に入ります。

ご意見はございませんか。

住田委員： はい。

議 長： 住田委員。

住田委員： １６番 住田です。３３番、３４番について説明いたします。〇〇〇〇〇さんと〇〇さんは

親子関係です。〇〇さんと〇〇さんは義理の親子となります。この土地は、２６線東８号

北西の土地で、先ほど３７番の〇〇さんの案件がありましたけれども、その土地の東側に

当たる土地で、高規格道路を挟み東、西に位置する農地になります。〇〇さんが体調を崩

されてから〇〇さんと作業委託、その後２年間賃貸されていました。何ら問題のない案件

かと思いますけれども、よろしくご審議お願いいたします。

議 長： 只今、住田委員より意見がありました。

ほかにご意見はありますか。

議 長： ご意見がないようですので、番号３３番、３４番について原案のとおり決定することにご

異議ありませんか。

(「異議なし」の声あり)

議 長： 異議なしと認めます。よって番号３３番、３４番は原案のとおり決定いたしました。

次に、番号３５番の審査を行います。事務局の説明を求めます。

事 務 局： (議案第３号 番号３５番を読み上げ説明する。)
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議 長： 説明が終わりました。

質疑に入ります。ご意見はございませんか。

横田委員： はい。

議 長： 横田委員。

横田委員： １７番 横田です。番号３５番について説明します。本件の土地は、先ほどの議案第２号の

３８番で売買された土地の対象外の土地です。所在地は９ページをご覧ください。先ほど

説明した御料７線の黄色いマーカーの横に風連別川とあります。その「風」と書いている

付近が所在となっています。この土地は河川用地が多く、隣に土地を所有している〇〇〇

さんが引き受けてくれることになり３条申請での売買となります。何ら問題はないかと思

いますが、ご審議のほどよろしくお願いします。

議 長： 只今、横田委員より意見がありました。

ほかにご意見はありますか。

議 長： ご意見がないようですので、番号３５番について原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。

(「異議なし」の声あり)

議 長： 異議なしと認めます。よって番号３５番は原案のとおり決定いたしました。

議 長： 日程第７、議案第４号「農地法第４条規定に係る許可申請について」を議題に供します。

番号５番の審査です。事務局の説明を求めます。

事 務 局： (議案第４号 番号５番を読み上げ説明する。)

議 長： 説明が終わりました。

質疑に入ります。ご意見はございませんか。

南原委員： はい。

議 長： 南原委員。

南原委員： ２３番 南原です。番号５番について説明いたします。まず場所ですが、６ページをご覧く

ださい。中心部、天塩川の「塩」の字の下、道路下の右側に住宅があります。その右側に

農業用格納庫を建設するための申請となっています。問題ない案件かと思いますが、ご審

議のほどよろしくお願いします。

議 長： 只今、南原委員より意見がありました。

ほかにご意見はありますか。

議 長： ご意見がないようですので、番号５番について許可相当と意見を付して北海道に進達する

ことにご異議ありませんか。
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(「異議なし」の声あり)

議 長： 異議なしと認めます。よって番号５番は許可相当と意見を付して北海道に進達することに

決定いたしました。

次に、番号６番、事務局の説明を求めます。

事 務 局： (議案第４号 番号６番を読み上げ説明する。)

議 長： 説明が終わりました。

質疑に入ります。ご意見はございませんか。

新田委員： はい。

議 長： 新田委員。

新田委員： ２番 新田です。番号６番について説明いたします。まず所在ですが、地図の８ページをご

覧ください。中央下辺りに黄色いマーカーで２４線とありますが、そのすぐ東側が所在地

となります。〇〇さんは近年規模拡大をしており、所有するトラクター、作業機も増え置

き場が手狭になったということから、転用してハウス格納庫および資材置き場を建設する

ための申請となります。問題のない案件かと思いますが、皆さんの審議よろしくお願いい

たします。

議 長： 只今、新田委員より意見がありました。

ほかにご意見はありますか。

議 長： ご意見がありませんので、番号６番について許可相当と意見を付して北海道に進達するこ

とにご異議ありませんか。

(「異議なし」の声あり)

議 長： 異議なしと認めます。よって番号６番は、許可相当と意見を付して北海道に進達すること

に決定いたしました。

議 長： 追加日程第１、追加議案第１号「設定された権利の合意解約の取り消しについて」を議題

に供します。事務局の説明を求めます。

事 務 局： (追加議案第１号の説明をする。)

議 長： 説明が終わりました。

質疑に入ります。ご意見はございませんか。

議 長： ご意見がないようですので、追加議案第１号について、原案のとおり決定することにご異

議ありませんか。

(「異議なし」の声あり)

議 長： 異議なしと認めます。よって追加議案第１号は原案のとおり決定いたしました。
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議 長： 以上で提案しました議案審議は終了しました。

その他、みなさんから何かございますか。

特に無いようですので、以上で第１回名寄市農業委員会総会を閉会いたします。

（午後２時１５分 閉会）

【公告：令和４年１月２８日 番号６番】

会 長

署 名 委 員

署 名 委 員


